
令和８年度 宮崎県立児湯るぴなす支援学校高等部入学者募集要項  

児湯るぴなす支援学校⾧  

  

令和８年度宮崎県立特別支援学校幼稚部・高等部入学者募集要綱に基づく宮崎県立児

湯るぴなす支援学校高等部（以下、「本校高等部」とする）入学者募集要項については、

次のとおりとする。  

  

１ 募集人員（令和８年度宮崎県立特別支援学校幼稚部・高等部入学者募集人員数より）  

学   部  学    科  募集人数  

高 等 部  普 通 科  

通常学級  １６人  

重複障がい学級  ５人  

訪問教育学級  ２人  

  

２ 応募資格  

（１）障がいの区分及び障がいの程度が学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）

第２２条の３の規定に該当し、本人及び保護者が県内に居住する者又は県外からの

志願者で宮崎県教育委員会が志願を許可した者であって、以下の知的障がい者、も

しくは知的障がい者と肢体不自由者の障がいの程度を併せ有する者。  

 

 区分            障がいの程度 

知的障が

い者  

１ 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営む

のに頻繁に援助を必要とする程度のもの  

２ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、

社会生活への適応が著しく困難なもの  

肢体不自

由者  

１ １ 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活

に  おける基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの  

２ ２ 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時

の  医学的観察指導を必要とする程度のもの  

 

（２）特別支援学校中学部、中学校若しくは義務教育学校の後期課程を卒業した者（令          

和 8年３月卒業見込みの者を含む。）若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者

（令和 8年３月修了見込みの者を含む。）又は学校教育法施行規則（昭和２２年文部

省令第１１号）第９５条各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認められる者であること。  

  

 

 

 

３ 出願手続  



（１）受検に関する事前の教育相談  

  ① 本校高等部を志願する者（以下「志願者」という）で、保護者等において、中学

校、特別支援学校等に在籍のある者は、学校⾧等を経て受検に関する事前の教育相

談申込書（様式１）を提出し、令和７年１２月５日（金）までに、本校において必

ず受検に関する事前の教育相談を済ませておくこと。  

② 中学校、特別支援学校等に在籍のない者は、受検に関する事前の教育相談を本校

に直接申し込み、令和７年１２月５日（金）までに、本校において必ず受検に関す

る事前の教育相談を済ませておくこと。 

③ 志願者、保護者、学級担任等は、本校において学校教育法施行令第２２条の３に

規定される者であることの確認、特別支援学校の教育課程の確認、高等部卒業後の

進路の確認等を十分に行うこと。 

④ 高等部職業科〔高等特別支援学校〕と本校高等部普通科を併願する場合は、それ

れぞれの志願先特別支援学校において受検に関する事前の教育相談を済ませておく

こと。なお、その際、高等部職業科〔高等特別支援学校〕を第一希望とすること。 

 

（２）出願書類  

① 入学願書（様式３―１）、受検票（様式３―１）、調査書（様式８）について、配

付は令和７年１２月８日（月）からとする。電子データは、本校で準備する。 

  なお、様式３－１を印刷する場合は、ケント紙などの厚紙を使用すること。  

② 入学志願者は、以下に掲げる書類等をそろえ、出身学校⾧を経て宮崎県立児湯る

ぴなす支援学校⾧へ提出すること。なお、調査書は出身学校⾧が作成すること。出

願書類を郵送する場合は、封筒に「出願書類在中」と朱書すること。  

ア 入学願書・受検票（様式３－１）  

イ 受検票郵送用封筒（送付先を明記した「⾧形３号 12.0cm×23.5cm」封筒に 

「１１０円」の切手を貼付したもの） 

※送付先は、志願者の出身学校住所及び学校長名を記載すること。 

ウ 出身学校⾧が作成した調査書（様式８）  

エ 学校教育法施行令第２２条の３を示すもの （療育手帳の写し等） 

オ 身体障害者手帳等を所持している場合は、その写しも提出すること。  

 

（３）入学受検料  

入学受検料は無料とする。 

 

 （４）出願期間  

出願期間は、令和８年１月２０日（火）から１月２２日（木）までとし、毎日午前

９時から午後４時まで受付を行う。最終日の受付は正午までとする。なお、郵送の場

合は、令和８年１月２１日（水）を必着とする。  

 

（５）受検票の交付  



提出された出願書類を精査し確認した後、志願者の出身学校長に対して受検票を交 

付する。 

  

４ 志願者の諸検査及び面接  

（１）期日 令和８年２月１０日（火）  

 

（２）場所  宮崎県立児湯るぴなす支援学校  

 

（３）内容 

① 本人・保護者面接、学力検査、運動等作業課題 

② 諸検査及び面接当日に、学級担任聞き取りを実施する。 

 

（４）その他 

① 当日は、必ず保護者及び学級担任が同伴すること。 

② 志願者本人、保護者、引率職員は、諸検査及び面接当日は可能な範囲でマスクを

着用することとする。  

③ 体調不良等はあるが、感染症等の心配はなく受検にも支障がない場合は、別室受

検とする。 

④ 体調不良その他の事情により、受検に支障があるような場合は、速やかに出身学

校長から本校校長に電話連絡をすること。当日の諸検査及び面接は受けることがで

きないため、提出された書類で総合的に判断する。 

⑤ 当日、急に受検できない場合や定時に受付できない場合は、検査開始時刻までに

必ず出身学校⾧から本校校⾧に電話連絡をすること。  

 

５ 合格者の発表  

（１）令和８年２月２７日（金）午前１０時に宮崎県立児湯るぴなす支援学校高等部にお

いて合格者の受検番号を校内掲示する。また、本校のホームページ上で２４時間を目

安に合格者の受検番号を公表する。  

 

（２）合格通知書を各出身学校⾧に手交する。 志願者の所属する学校の学校⾧の代理者が

受領する場合は、委任状を持参すること。  

但し、出身学校⾧等から事前に郵送の依頼があった場合は、郵送によることができ

る。発送日は発表当日とする。また、郵送料は出身学校等の負担とする。  

問合せ先  

宮崎県立児湯るぴなす支援学校 

電話番号 ０９８３－３３－４２０７ 

教務主任（川野洋明）高等部主事（山本由紀） 


